
39 

 

産業振興ビジョンと産業振興アクションプランについて 
 

 

 

 

 

 

産業振興ビジョンの重点取組 後期アクションプランで取り組む施策 

１  

成長をめざす事業

者の活力向上 

１）事業活動の価値向上 

（１）市内事業者の事業活動への支援の充実 

（２）産業活性化や高付加価値化等につながる事業者主体の 

取組の促進 

（３）設備等の環境対応促進と環境産業関連情報の提供 

２）創造的機能の集積と 

企業立地の促進 

（１）創造的機能の強化に向けた取組の充実 

（２）市内事業者に対する操業継続の支援 

（３）企業立地の促進への支援 

３）起業の促進と 

成長支援 

（１）起業・創業に触れる機会づくり【重点施策１】 

（２）起業・創業の支援の充実【重点施策１】 

（３）起業後のフォローアップの充実【重点施策１】 

２  

市民の快適な 

暮らしや地域社会

を支える機能の 

充実 

１）まちのにぎわい創出 
（１）商店の魅力アップ支援 

（２）人が集まり、滞留する仕掛けづくり 

２）地域の生活支援と 

快適性の向上 

（１）商店街等による生活支援サービスの取組支援 
（２）商店街等における生活利便施設等の整備支援 

３）地元産農産物の 

流通の促進 

（１）消費者と生産者の交流の促進 

（２）農商工連携の促進 

３  

産業を活性化 

させる基盤づくり 

１）連携の促進 
（１）連携を生み、育てるための仕組みの整備・強化【重点施策３】 

（２）産学連携に取り組みやすい環境づくり【重点施策４】 

２）人材の確保と育成 

（１）事業者・人材のコーディネート機能の強化 

（２）職業能力の向上にむけた支援 

（３）働きやすい職場づくりの促進 

（４）市内事業者の人材育成への支援【重点施策２】 

３）支援機能の充実 
（１）産業支援関連情報の各媒体による提供 

（２）市の産業支援機能の強化と関係機関の連携強化 

 

茨木らしさ

●民間主体の多様な取組と連携の仕組みの展開（前期アクションプランの取組の成果）
●起業・創業を支援するネットワークの充実
●大学、研究機関等の知的資源の集積（市内立地の大学、彩都ライフサイエンスパークの研究機関、市内外の

大学等との協定締結）
●高い交通利便性（新名神高速道路の開通、（仮称）ＪＲ総持寺駅の開設など） など

産業に関わる人材の育成

一人ひとりのチャレンジ（起業・創業）
を応援する切れ目のない支援

連携を生み、育てるための仕組みの
整備・強化

産学連携に取り組みやすい

環境づくり

人材育成等に
連携を活用

育成された人材が
連携に参加

起業後のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟに
人材育成メニューを活用

連携の仕組みを

活用

市内事業者の人材育成への支援

●起業・創業による新たなビジネスの創出
●企業の成長を担う人材の充実
●市内事業者の成長

●連携を創出するための場の広がり
●産学連携の促進
●事業者間連携の促進

「茨木らしさ」
に主眼をおいた

実効性のある
産業振興を

けん引

めざすこと

重点施策

１

２

３

連携の促進・活用

４

（計画期間：平成 23～27 年度） 

◆本市をとりまく状況の変化や前期アクションプランの成果等を踏まえ、後半の５年間を見越して計画を改定。 

◆前期アクションプランの方向性を発展的に継承し、本市の持つ資源や特性を活かした「茨木らしさ」に主眼をおいた 

 実効性のある産業振興に取り組む。 

◆ビジョンの計画期間の前半にあたる３～５年間を目途とした 

 取組の内容や推進体制を示す行動計画。 

◆民間事業者による「成果」が生み出される可能性を追求する 

 ことに主眼をおき、５つの重点施策に取り組む。 


